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高齢者の入浴中の事故防止に関する注意喚起について（情報提供） 

 

 

 平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただきましてありがとうございます。 

 消費者庁では、高齢者の入浴中の溺水事故が多発する冬季に向けて、別添のとおり注意

喚起「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！－自宅の浴槽内での不慮

の溺水事故が増えています－」を公表し、ご家族や近隣、地域の方など高齢者の身近にい

る方々へのアドバイスを発信いたしました。 

 貴協会におかれましては、高齢者の事故を防止するために、リーフレット等を御活用い

ただき、関係者を通じて高齢者やその身近な方々へ広く周知・啓発を図っていただくよう

お願いいたします。 

 

※資料については、出典を明記していただくなどの利用規約に従い自由に御利用いただ

けます。内容を編集・加工等して利用する場合は、出典とは別に、編集・加工等を行った

ことを記載してください。また編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成

したかのような態様で公表・利用することは禁止します。詳細は、消費者庁ウェブサイト

の利用規約を御覧ください。https://www.caa.go.jp/terms_of_use/ 

 

 

 

 

 

＜本件問合せ先＞ 

消費者庁消費者安全課 事故情報対応班 

TEL：03-3507-9137（直通） 


